
自宅宿泊療養フローチャート（案）

基本的考え方 １．中等症病床の確保
２．感染者に寄り添った療養環境の確保
３．感染防止対策の徹底
４．保健所業務量の軽減

中等症・重症 入院勧告

軽症・なし 軽症化すれば短期で勧告終了

↓ ↓

入院勧告なし（就業制限のみ）

⇓

健康リスク あり

　高齢者

　基礎疾患・免疫抑制

　妊娠

家族感染リスク あり

感染防止行動リスク あり

なし

★家族感染リスク：同居家族への感染防止等（全国保健所長会意見参照）

★感染防止行動リスク：言動や立場から感染防止対策の遵守にリスク

⇓

　医療管理：症状急変時等の医療支援体制の構築

　生活支援：食糧配布または配食サービス

　健康管理：パロキシメーター配布

　  HER-SYSによる健康管理

　相談対応：都道府県コールセンター対応

　感染防止：就業制限＋感染防止行動順守誓約

⇓

検査から10日間で解除（コールセンターから終了通告）解除後の支援は保健所担当。

★都道府県に期待する役割：宿泊・在宅療養において保健所業務を増加させない。

①宿泊療養支援：宿泊待機中を含めた全ての対応

②在宅療養支援：都道府県が一括して対応＝保健所の関与終了

　（法44条の3では生活支援は保健所設置区市業務となっているが）

要検討事項
１．感染性の有無を判断して、宿泊・在宅療養の対象としないことはできないか。
　　例）PCR検査Ct値が一定以上、抗原検査陰性
２．療養期間10日間は長すぎるのではないか。6日間＋自主的健康観察ではいかがか。
　（有症状者は発症後10日間なので、しばしば無症候性感染者より解除が早い。）

宿泊までの待機中の健康観察を含め療養中の

健康管理は都道府県が一括して対応
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